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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 
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成
三
十
年
一
月
二
十
三
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埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

サ
ン
・
フ
ァ
ー
ム
篭
原
店 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
新
堀
字
北
原
九
百
六
十
六
―
一
外 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者 

 

の
氏
名 

三
鈴
鋳
鉄
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

橋
田
恭
子 

埼
玉
県
深
谷
市
栄
町
九
番
十
号 

三 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
三
条
第
一
項
に
定

め
る
基
準
面
積
以
下
と
な
っ
た
日 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
二
日 
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示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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一 

届
出
の
概
要
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イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

マ
ミ
ー
マ
ー
ト
八
潮
伊
草
店 

 
 

 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
伊
草
字
上
根
五
百
六
十
五
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
マ
ミ
ー
マ
ー
ト
八
潮
伊
草
店 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
伊
草
字
上
根
五
百
六
十
五
番
一
外 

（
変
更
後
）
マ
ミ
ー
マ
ー
ト
八
潮
伊
草
店 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
伊
草
字
上
根
五
百
六
十
五
番
一
外 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
ミ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

岩
崎
裕
文 

埼
玉
県
東
松
山
市
本
町
二
丁
目
二
番
四
十
七
号 

外
未
定 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
ミ
ー
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役 

岩
崎
裕
文 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
本
町
二
丁
目
二
番
四
十
七
号 

 

 
 

 
 

 

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ 

代
表
取
締
役 

大
田
貴
雄 

 
 

 
 

 

千
葉
県
松
戸
市
新
松
戸
東
九
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
一
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日
ま
で 
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縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 
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意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

マ
ミ
ー
マ
ー
ト
八
潮
伊
草
店 

 
 

 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
伊
草
字
上
根
五
百
六
十
五
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
一
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
五
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

富
士
見
第
一
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

所 

 

理
事 

武 

井 

照 

司 
埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
南
畑
新
田
百
四
十
二
番
地
一
の
一 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
一
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫



 

１ 購入等件名及び数量 

  荒川上流及び市野川流域下水道維持管理包括委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 総務・管理担当 埼玉県行田市長野 952-1 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成 29 年 11 月 29 日 

４ 随意契約の相手の氏名及び住所 

  環境クリアー・ヴェオリア共同企業体 

  代表構成員 

  日本環境クリアー株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 11 番９ 

  構成員 

  ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 東京都港区海岸三丁目 20 番 20 号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  1,077,000,000 円(税抜き) 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第１項第８号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
二
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

粟
生
田 

邦 

夫



 

１ 購入等件名及び数量 

  利根川右岸流域下水道維持管理包括委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 総務・管理担当 埼玉県行田市長野 952-1 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成 29 年 11 月 28 日 

４ 随意契約の相手の氏名及び住所 

  テスコ・前澤工業共同企業体 

  代表構成員 

  テスコ株式会社 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 

  構成員 

  前澤工業株式会社北関東支店 埼玉県川口市仲町５番 11 号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  810,000,000 円(税抜き) 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第１項第８号に該当 
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埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
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公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
解
除
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

種 

別 

社
会
福
祉
法
人
児
玉
福
祉
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

オ
ル
ト
ビ
オ
ス
児
玉
ホ
ー
ム 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
金
屋
二
百
七
十
四

番
地
の
一 

所 
 

在 
 

地 
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玉
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選
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公
職
選
挙
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施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
二
号
（
他
の
政
令
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
不
在
者

投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 
 

 
 

  

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

老
人
ホ
ー
ム 

種 
 

別 

社
会
福
祉
法
人
端
午
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

み
な
み
の
苑 

社
会
福
祉
法
人
児
玉
福
祉
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

オ
ル
ト
ビ
オ
ス
児
玉
ホ
ー
ム 

社
会
福
祉
法
人
桐
和
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

道
合
さ
く
ら
の
杜 

社
会
福
祉
法
人
末
広
会 

 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

第
二
春
香
苑 

施
設
の
開
設
主
体
及
び
名
称 

埼
玉
県
吉
川
市
中
曽
根
千
五
百
五

十
九
番
地
二 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
七
百

三
十
四
番
地
一 

埼
玉
県
川
口
市
道
合
千
三
百
十
八

番
一 

埼
玉
県
川
口
市
末
広
三
丁
目
四
番

十
三
号 

所 
 

在 
 

地 



雑

報 

  
埼
玉
県
立
病
院
の
診
療
材
料
等
調
達
・
物
品
管
理
業
務
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
募
型
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
に
付
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 

  
 



１ 業務内容 

(1) 件名及び数量 

埼玉県立病院の診療材料等調達・物品管理業務 一式 

(2) 仕様等 

仕様書及びプロポーザル説明書による。 

(3) 履行期間 

契約日から平成 33 年９月 30 日まで 

ただし、契約日から平成 30 年７月 31 日までは、適正かつ円滑に診療材料等

調達・物品管理業務を導入するための準備期間とする。 

なお、平成30年度以降において、予算の当該契約の金額について減額又は削

除があった場合、当該契約は解除するものとする。 

(4) 履行場所 

 ア 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊谷市板井1696番地 

 イ 埼玉県立がんセンター       北足立郡伊奈町小室780番地 

 ウ 埼玉県立小児医療センター      さいたま市中央区新都心１番地２ 

  エ 埼玉県立精神医療センター     北足立郡伊奈町小室818番地２ 

(5) 事業者選定方法 

県立病院新ＳＰＤ事業者選定委員会が、企画提案の審査を行う。 

評価が最も高い者を第一交渉権者とし、次点の者を第二交渉権者とする。 

２ 参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない

者であること。 

(2) 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成28年埼玉県告示第999

号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級及び業種区分「催物、映画、

広告、その他の業務」のＡ等級に格付けされた者であること。 

(3) 本件入札の公告日から契約締結までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

(4) 本件入札の公告日から契約締結までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を



除く。 

(6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和

35年法律第145号）第39条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業の許可

を受けている者であること。 

(7) 500 床以上の病院で診療材料等のＳＰＤ業務（調達管理業務）を受託した実

績、若しくは受託していること。（再委託先として受託している場合の実績は

含めないものとする。） 

３  申請書類、企画提案書等の提出場所等 

(1) 本件に関する担当窓口 

〒330－0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目13番３号  

埼玉県病院局経営管理課 医事・共同購入担当 番匠・松丸 

電話048－830－5985（直通） ファクシミリ048－830－4905 

(2) 仕様書及びプロポーザル説明書の交付方法 

ア ホームページからダウンロードする場合 

埼玉県公式ホームページの「組織情報」から「病院局 経営管理課」のペ

ージを開き、「新着情報」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

上記(1)の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

(3) 現地説明会の開催 

参加資格の確認を得た者に対し次のとおり現地説明会を行う。 

 ア 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 平成30年２月５日(月) 午前 

 イ 埼玉県立がんセンター       平成30年２月７日(水) 午前 

 ウ 埼玉県立小児医療センター      平成30年２月６日(火) 午前 

 ※開始時刻及び集合場所は参加資格の確認を得た者に対し別途連絡する。 

(4) 企画提案書の受付期間 

参加資格の確認を得た日から平成30年３月１日（木）午後５時まで（必着）

なお、郵送により提出する場合は、書留郵便によること。 

(5) ヒアリング審査の場所及び日時 

参加資格の確認を得た者に対し後日連絡をする（平成 30年３月上旬を予定）。 

４ その他 

(1) プロポーザル参加者に要求される事項 

このプロポーザルに参加を希望する者は、プロポーザル説明書で示す必要な

申請書類等を平成30年１月31日（水）午後５時までに上記３(1)の提出場所に

提出し、参加資格の確認を受けなければならない。 



また、事務担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それ

に応じなければならない。 

(2) 契約書作成の要否 

要 

(3) 契約の相手方の決定方法 

第一交渉権者を内定者とし契約締結の協議を行い、最終合意に至ったときに

契約を締結する。なお、内定の取消し、又は内定者からの辞退の申し出があっ

た場合、第二交渉権者を内定者に繰り上げる。 

(4) その他詳細は、プロポーザル説明書による。 
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